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防災行政無線放送運営委員会を開催しました
林野火災注意報・林野火災警報の運用を決定

　鹿部町防災行政無線運営委員会（委員長：盛田昌彦町長）が２月26日に行われ、全国瞬時警報システム
更新工事の報告、林野火災注意報等の運用に関する審議を行いました。

①全国瞬時警報システム更新工事の完了について
　町では、令和７年度に全国瞬時警報システム（通称：Ｊアラート）の受信機設備関連の機器更新を行い
ました。

（全国瞬時警報システムとは）
　弾道ミサイル情報、緊急地震速報、大津波警報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を携
帯電話等に配信される緊急速報メールや市町村防災行政無線等により、国から住民まで瞬時に伝達する
システム。

②林野火災注意報・林野火災警報の運用について
　林野火災注意報・林野火災警報の発令、継続、解除に関する放送を次のとおり行うことで決定しまし
た。

※１　午後５時以降の発令・継続・解除は翌日午前９時頃に放送します。

③火災鎮火放送の運用について
　町では、午後８時以降の鎮火放送は翌日午前８時に屋外拡声子局および戸別受信機で放送することで
決定しました。

▼お問い合わせは、役場総務・防災課防災・デジタル推進室（０１３７２－７－２１１１）へ。

南渡島消防事務組合鹿部消防署放送する組織
戸別受信機①放送方法

林野火災注意報
午前９時頃②放送時間
屋外拡声子局および戸別受信機①放送方法

林野火災警報
不定期（発令・解除の都度）　※１②放送時間


